
様式第1－1号
篝里番号 I 2-2-1-1

書支出証拠

ヨ民改革会議・山田訂議員氏采

瞳賢

一

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／4

領収書金額(a)案分の理由

政務活動･後援会･私用

で1/4
5,458円％21,833円

経費項目 調罰闇讃.，修費･厩紘轤･婁謡悌譲鱸･会議費･資料{鰄賓“購入蕊霊夢淳諦漬人件費

内 容 自動車リース料

年月 日 令和4年1月4日へ令和年 月 日 金額 5,458円

目的
Ⅳ~一・ｧl〆ｰ甲雨一マーーシ守･言マデ ・ ~

使途
令和4年1月分リース科

政務活動．

県政との

関連性

、己Jz、しもｰず-戸ロ ー ﾛ U

JAFの1年間会費2,000円を按分すると､ 167円になる｡22,000円より167円引くと21,833円｡
21,833円を按分も



様式第1－1号

書支出証拠

r全派兵．華昌氏楽 白民改臺会議・山田誠）
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政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

1／2

領収書金額(a)案分の理由

政務活動・後援会で1／

2
6,866円％13,731円

雪雲 阜号

経費項目 譲冊讃研修費広聴癖費鶏熊報鱸会議費･熱陶擢鮮陶費事務費歴)人件費

内 容 電気使用料金

年月 日 令和4年1月17日～令和年 月 日 金額 6,866円

目的
調査ｲﾜi諾なと｣奴可労沽到ごと1」ソにαﾉUﾉ手刻ｶﾉﾌlv-ノヨメv'シ]ユ全

使途
令和4年1月分電気更崩料金

､＝



様式第1－1号
整理番号 2-2-1-3

書支出証拠

議員氏宅

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和4年1月25日へ令和年 月 日 金額 42,500円

目的

使途
令和4年2月分賃借料

政務活動．

県政との

関連性

＞収書貼付枠

b
一一

一
》
Ｔ
１

ｈ

１

Ｉ

１

卜

Ｉ

Ｃ

１

１

１

日

中

日

Ｐ

ワ

ー

■

Ｊ

１

１

吋

ｌ

２
３
４
５
６
７
８
９

哲

↑
“
ロ
世
恐
０
．
Ⅱ
』
、
“
巳
‐
１
，
０
Ｄ
Ｉ
Ｐ
＆
１
，
．
ト
ー
。
１

く領

10

1 1

12

｜ ,､ざ．
■ H

1 F手
【 や

圭

t ‐
L名

|:妾‘
'】F

" を、

吟 ､rf

ト垂司ノ』

陸巽曹..．
韓具‘寺.

1髄 昌.‘r

蕊

案分の理由

政務活動・後援会で1／

2

領収書金額(a)

85,000円

案分率(b)

1／2
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与り刀1口割具へ閂…、ｰ〃 ･酉〃

42,500円



様式第1－1号

書支出証拠

属・議員氏堰

華琿番号 2-2-1-4

経費項目 論議珊繧研修費広聴騨蕊鳳需鐵賢会議齢鵬績鮮臓畷雲霧賓認雌墳
内 容 駐車場賃借料

年月 日 令和4年1月25日～令和年 月 日 金額 12,000円

に了司’-I
目的

”■￥一〆■ジーーーー マタマロ ■ ■ ﾜ ｰ ロ ＝

使途
令不Ⅱ4午当月”亨貝1百下r

』礫病1回罫J ‐

県政との
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案分の理由

政務活動・後援会で1／

2

領収書金額(a)

24,000円

嘉分率(b)
群荊

L/2

％

學4河口到冥へ山醒、u〃、煙ノ

12,000円



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

羅悪霞毒言－－－－－~－司

轄卑宿

経費項目 調…確費広聴広灘費蕊鏥舗鱸会議舗傭蹟魑事務費…人件費
内 容 日本経済新聞購読費

年月 日 令和4年1月26日～令和年 月 日 金額 4,900円

I 、 ,

日的

使途

政務活動

県政との

関連性

県｣攻等の情報を乢又乗し、 J癖-や負向の麥壽に~y ,O。
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案分

全て

の理由

政務活動

領収書金額(a)

4,900円

案分率(b)

／

100％

幽力1口割真二山懇、α〃、Uノ

4,900円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）【令和4年1月分】

く領収書貼付枠＞

謹唖垂昔呈

区分 前回給油願収耆貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離(km)
※領収書による充当方式

・積上げ方式 ：領反書金額（円）×君了MEMf (km)/総走行距離（上記C) 0Km)
, _『今庁病, , ｡ 『八､ーT 一J÷色〃、 壁『『、?一八…/m, ､〆去］｣とr白存室UT△

走行""t(km) 積算方法※ 充当額（円）

”‘ 18円×26.4km 475円

1

lシミF6へ昌一密､ MJﾉ ｰ ｰﾉｰ一』〆吋杢一や胃

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 山田誠

動

領収帯 玲額(a)

475円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

475円



月 日 内 容 行 程 走行距離(km)

4， 資料作成 自宅～事務所往復 ､2 ，

兵
し〆 資料作成 自宅～エ 手務所往復 ､2′

6， 資料作成 自宅～事務所往復 、2

7， 資料作成 自宅～事務所往復 、2．

8
〆

資料作成 自宅～事務所往復 、2 ‘

11 資料作成 自宅～事務所往復 ２

12 資料作成 自宅～事務所往復
n

．色 ，

13 資料作成 自宅～事務所往復 ２

14 資料作成 自宅～事務所往復 ２

15 ， 資料作成 自宅～事務所往復 ､2

17 』 資料作成 自宅～事務所往復 1.2

18 資料作成 自宅～事務所往復
1り
ょ■白

19‘ 資料作成 自宅～事務所往復 ２

20 資料作成 自宅～事務所往復
の
、ムダ

21 資料作成 自宅～事務所往復 、2

22 資料作成 自宅～事務所往復 ２

24 資料作成 自宅～事務所往復 ､2

25 資料作成 自宅～事務所往復 ､2

26 資料作成 自宅～駅前P往復
O

■凸

27 資料作成 自宅～事務所往復 .2

28 資料作成 自宅～事務所往復
n

．凸

31． 資料作成 自宅～雪 享務所往復 1.2

計
26.4



様式第1－1．号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

案分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 案分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

政務活動・後援会で1／ 1／2

27,500円2 1 55,000円

零群 :号 2-2-1-7

経費項目 識曹鰐讃確費…費蕊鯛隷鑛会議資料i鰄費熱瀞費葛籍費事翻霞唖
内 容 事務員雇用

年月 日 令和4年1月31日～令和年 月 日 金額 27,500円

目的
詞宜句1ヲ尅なと以読Y古到ゼイ用切~ワ○艸蔑員とﾉ筐ﾉｰ廿

使途
令和4年1月分給与

以4万1口翠」 ‐

県政との

関連性

屯宅 Dン、レーーグ田戸■ 甲 』 ､ ==

I

令和4年1月分給与支払い明細書ド
｡
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支
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控
除
分

給与給与

交通費

支給額計
雇用保険料

健康保険料
厚生生 三金保険料
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控除蕊控I控除蕊控除蕊控除蕊

55,000円

55,000円

一

差し引弓 給額

円

55,000円

％



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

5．

轄理番号 2-2-1-8

経費項目 譲形讃.,修費.噸轄.癖‘瀞誰媛.会議費.資料侑繧.資弗朧入費.事務費.事銅費f天跨
'、－－－〆

内 容 事務員雇用

年月 日 令和4年1月31日～令和年 月 日 金額 44,000円

目的

使途
令和4年1月分給与

政務活動．

県政との

関連性
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令和4年1月分給与支払い明細書

氏名 ■■ ■■

明
細

支
給
分

控
除
分

合与

を涌昔

堂縮各目呂T

三田ｲ杲臓粥斗

崖康保険料

厚生年金保険料
L税
イ､〃

：額計

85,000円

3,000円

88,000円

円

差し さ又ｵ石頭 88,000円

案分の理由

政務活動・後援会で1／

2

領収書金額(a)

88,000円

案分率(b)

1／2

％

＝…』H呈晶へ閂醒、ｰ. ､ピノ

44,000円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名自民改革会議・山田誠

あの県内外の経洛等のj盾幸則又集・姻猛隆済1攻束等0
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054-249

経費項目 “研究重研修費

内 容 日創研静岡経営研究会年会費伶和4年1月～令和4年3月分）

年月 日 令和4年1月11日へ令和 年 月 日 金額 15,083円

会の趣旨.

目 的
会員の経営スキルと指導力の啓発に努める。

会の活動

内容等

例会、委員会、講偵芸、句TI彦云寺乞嗣1佳し、云具Uノらごくごどく′よハイノレノンノーTl目千lxﾝ包歩と三子

を行う。

案分の理由

全額を政務活動充当

15,083円

案分率(b)

／

100％

＝q刀11－J…具一'一l嘩軋､Lと′ 、畔ﾉ

15,083円
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発行日:令和3年12月11日
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」 求書

静岡県議会議員 御中

山田誠 様

日創研静岡経営研究会

会長 望月隆弘

■■■■■一
〒416-0953

富士市蓼原長1699ポラリスビル2F

株式会社サカエコーポレーション内

下記の通りご請求申し上げます。

I

数量 単価一.…言言－－℃＝一・ ‐苔許一
一一一一一苧一園ﾏー

振込先：静岡銀行本店営業部

番号：普通No.1409974

口座名義人:日創研静岡経営研究会

※お振込み手数料の費用はご負担をお願いいたします。

ご請求金額

1 2022年度年会費 1 60,000 60,000

2

3

4

5

r…乳塞雪畠零~~:‐
面目剰昏函 UU9UUU
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日創研地区経営研究会定款

第1章総則

この会は、 日創研静岡経営研究会といい、 （株） 日本創造教育研究所が主催す-る。第1条名称

第2条事務所
この会は､本部事務所を（株） 日本創造教育研究所大阪本部に置く。
各地経営研究会は原則として会長、もしくは事務局長の会社に置く。

この会は､共に学び共に栄える精神に基づき会員のために経営に必要な勉強を行い、もって会員の自主第3条目的

的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
（1） 企業経営を通して地域社会の発展と繁栄に貢献する。
（2） 会員の経営スキルと指導力の啓発に努める。
（3）社員に生き甲斐と働き甲斐のある職場環境を提供する。
（4） 共に学び共に栄える会社づくりをする。

第4条事業
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）効果的な経営管理システムを創る。
（2）収益性の高い企業経営のあり方の研究。
（3）社員の意欲を刺激する給与システムの作成。
（4）経営者及び社員のリーダーシップ向上や能力開発に関する事業。
(5)経営者及び社員の自己表現能力のスキルアツプに関する事業。（6）会員相互の経営面における鋤阜と、他地域の経営研究会並びに本部経営研究会との相互親善

を増進する事業。
（7）公式教材等を用いた企業経営の研究
（8）本部会長方針に基づく事業
（9）その他第3条の目的を達成するために必要な事業｡‐

この会はあくまで勉強を主とする会にするために、ゴルフ等の親睦事業は一切行わない。又､会員交流第5条運営の原則

は学ぶことを通して行うものとし、むやみに特別の懇親会を行わない。又、特定の宗教､政党のために
この会を利用しない｡

第2章会員

第6条種別
この会の会員は、次の2種とする。
（1）正会員
（2）準会員

（株） 日本創造教育研究所の、実践コース (LT｡PSS･PSX)を修了した人で、企業経営の経営第7条正会員′

者及び経営幹部並びに将来経営幹部を志す人で、この会の一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同
できる人。

準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、 （株） 日本創造教育研究所の基礎第8条準会員

1
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日本創造教

コース受講者及び変革コース受講者とする。但し、会員2名の責任ある推薦により、 （株）
育研究所の研修を受講していなくとも準会員になれる。

正会員及び準会員は、総会において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。第9条会費等の納入義務者

会員になろうとする者は､会員2名以上の責任ある推薦により、別に定める｢会員資格規定｣に基づき、第10条入会

所定の入会申込書を提出しなければならない。入会の諾否は､理事会の決定による。

退会する場合は、会長に退会届を提出する。また､当該年度の会費を納入していない場合は、納入しな第11条退会

ければならない。
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。

会員が次の各号のいずれかに該当するときは､総会において総会員の4分の3以上の同意により、これ第12条除名

を除名することができる。
（1）この会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあったとき。（2）反社会的勢力と認められる企業､組織及び個人等と関係を有していると認められるとき。
（3）会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき。
（4）その他、会員として適当でないと認められたとき。

第13条拠出金品の不返還
退会1へ又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、

第3章役員

返潭しない。

第14条役員の種別及び選任
この会に次の役員を置く。
（1）会長1名
（2）副会長6名以内
（3）事務局長1名
（4）理事5糸以上 （会長。副会長及び事務局長を含む）
（5）監事3名以内
（6）役員は、正会員のなかから総会において選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

第15条役員の職務
会長は、この会を代表し、会務を統括する。副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順序により会長に事故のあるときは、その職務を代
行し会長が欠けたときは、その職務を行う。
事務局長は、事務局を管理運営し、業務を処理する。
理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、事業運営及び財務運営の監査を行う。

役員の内会長の任期は、2年とし毎年1月1日から翌年12月31日までとする。事務局長の任期は､1第16条役員の任期

年とし、毎年1月1日から12月31日までとする。また再任は可能であるが､継続した再任は2回を限度とする。その他の役員の任期は、 1年とし毎年1月1日から12月31日までとする。また再任されることができる。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。役員は、辞任した場合又は任期
満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

2
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ることができる｡

役員に、役員にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任す第17条役員の解任

第18条顧問及び相談役 ‐
この会に、顧問及び相談役を置く事ができる。
顧問及U湘談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
第19条事務局
この会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は、事務局長がその責の任に当たる。

第4章会議

この会の会議は、総会及U理事会の2種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。第20条種別

第21条構成
総会は､会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成するP
第22条権能
総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
（ユ）事業計画の決定
（2）事業報告の承認
（3）その他この会の運営に関する重要な事項
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
（1）総会の議決した事項の執行に関する事項
（2）総会に付議すべき事項

． （3） その他総会の議決をしない会務の執行に関する事項
第23条開催
通常総会は、原則として毎年2月、

8月及び12月に開催する。

臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
（1）会長が必要と決めたとき
（2）理事会が招集の必要を決議したとき（3） 5分の1以上の会員より、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
（4）監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。定例理事会は、原則として毎月1回開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき
数から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

、又は理事の過半

第24条招集

総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容日時並びに場所を示して、開会会議は、会長が招集する。

の日10日前までに文書をもって通知しなければならない。

第25条議長
総会の議長は､.会長がこれに当たる。
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。

会議は、総会においては会員、理事会においては理事の3分の2以上の出席がなければ開会することが第26条定足数

できない。 、
3
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，出席会員の過半数の同意をもって決する事とし、
ない。ただし、可否同数のときは議長の決するとこ

第27条言訣
総会の毒訣は、この定款に
この場合において、議長は

32.I禾函入

息会の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出府
二の場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。
うによる。

里事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決すそ

第28条書面表決等
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又はヲ
書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として号
いて､前2条の規定の適用については、出席したもの

第29条議事録
会議の議決については､次の事項を記載した議事録を作
（1） 会議の日時及び場所
（2） 会員又は理事の現在数
（3）会議に出席した会員の数又は理事の氏名（書面弓
（4）議決事項
（5）議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
（6）議事録署名人の選任に関する事項
議事録には､議長及び出席した会員又は理事のなかか吃
以上が署名しなけ．ればならない。

第30条例会
この会は原則として月1回例会を開催する。
例会の運営については、理事会の決議により定める。

第31条委員会の設置
この会は、 目的達成に必要な事項を研修、調査、研究

７リーモ壱

理ろ第や害

の過半数の同意をもって決する

い理由のため会議に出席できない会員又は理

成

は理事の現在数
出席した会員の数又は理事の氏名（書面表

罰から

、

。

事は、あらかじめ通知された事項について、面表決等

て表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合にお
冬の規定の適用については、出席したものとみなす。

しなければならない。

決者及び表決委任者を含む）

その会議において選任された議事録署名人2名

審議又は実施するために委員会を設置する。

第32条委員会の構成
委員会は、原則として委員長。副委員長各1名及び若干名をもって構成する。委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長は、正会員の中から、委員は会員
会員は、会長｡副会長｡事務局長及び監事を除き､原則として全員がいずれかの委員会に所属しなけれの中から会長が理事会の承認を得て委嘱する。

ぱならない。

第5章資産及び会計

第33条資産の構成
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
（1）会費
（2）入会金
（3）寄付金品
（4）事業に伴う収入
（5）資産から生じる収入
（6） その他の収入

第34条資産の管理
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
第35条経費の支弁
この会の経費は、資産をもって支弁する。

4
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この会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ケ月以内にその第36条予算及び決算

年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
第37条事業年度
この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、 12月31日に終わる。

第6章定款の変更及び解散

この定款は､総会において総会員の4分の3以上の同意を得た上で､本部理事会の議決を得なければ変第38条定款の変更

更することができない。

この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。第39条解散及び残余財産の処分

解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経た上で、本部理事会の許可を得て、その地域の公益の
団体に寄付するものとする。

第7章雑則

第40条委任
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第41条届出。承認事項
下記の場合は、届け出て承認を得なくてはならない

他団体より協賛｡後援依頼をうけた時、及び、他団体に対し協賛。後援依頼する時は、1．協賛。後援依頼

各地事務局長より本部専務理事に対し所定の書面にて届け出るものとする｡
2．外部講師講演会及び勉強会等の開催①日創研関連講師等外部講師の紹介については、各地事務局長より所定の書面によって
②その他の講師を招聰して行う事業例会､委員会及び勉強会は、 （株)日本創造教育研究所と同様の届け出て本部事務局の確認を得る。

研修。経営に関するコンサルタント事業を実施している講師を選任及び招鴫しない｡判断に迷う場合は､事務局長より担当ブロック長へ事業計画書案等を提出の上､担当ブロック長及び本部事
務局の確認を得た上で理事会に諮るものとする。

第42条有料講演会等の料金
有料で行おうとする講演会等のチケット料金は以下の通りとする。
①5時間（及び6時間）セミナーは10,000円とする。
②外部講師の約2時間のセミナー。講演は2,000円を上限とする③日創研関連講師またその他の講師による講演料及ひ講演会料金については別に定める。
第43条
この定款は本部定款に準ずるものである。

この定款は1995年1月1日より施行したものを2016年11月14日より一部分改定し施行する。第44条

5
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日創研経営研究会諸規定

日創研静岡経営研究会運営規定

第1章目的

本規定は、 日創研静岡経営研究会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織､運営第1条

などに関する事項を規定するものである。

第2章例会

例会は、原則として毎月開催し､本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するためのものとする。第2条

内容､場所は理事会において決める。

例会の経理については、例会を担当する委員会が管理し、理事会の決済を経て、事務局長が行う。第3条

例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。
第4条

第5条
例会の通知は会長が行う。

第6条
例会に出席する場合は、品位ある服装をし､.特に定められた場合を除き、
しなければならない。

第3章理事会

第7条
理事会は、理事、監事、および会長が出席を要請する正会員で構成する。
は議決権を有しない。

第8条
定例理事会は、原則として毎月開催する。

第9条
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
第10条
理事会の決議は、出席理事の過半数を持って行うものとする。

第11条
理事会は次の事項を議決する。
（1）総会の招集及び総会に提出すべき議案の決定
（2）会員の入会および退会の承認
（3）委員会の決議の承認
（4）寄付金募金及び受託事業に関すること

6

所定のネームプレートを着用

ただし、監事、相談役、顧問
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諸規定の設定、変更及び廃止
その他、本会運営に関する重要な事項

ｊ
ｊ

５
６

く
Ｉ

第12条
各委員会担当理事は、次の事項を理事会に提出するものとする。
（1） 前2ヶ月間の委員会の活動状況
（2）理事会において決定した事項の執行状況
（3） その他必要と認められる事項

理事会の議事は、その経過および決議を議事録に記載し、議長の指名する議事録署名人が署晶したうえ第13条

事務局に備え付けて置かなければならない。

第14条
理事会の議事録は、総務、会員拡大委員会が作成する。

灘支障あって出備で倉旗幟前間霞薄に事務局長にその冒駐履けで急ものとする。

第4章委員会

定款第31条にもとづき、原則として次の7委員会を設置する。ただし、この委員会は、理事会の承認第16条

を経て統合。分割することができる。また、別に必要があるときには、理事会の承認を経て、特別委員
会を設置することができる。

（1）総務会員拡大委員会
（2）経営理念委員会
（3）経営戦略委員会
（4）ありがとう経営推進委員会
（5）公式教材活用委員会
（6） リーダーシップ委員会
（7）広報委員会

第17条
総務会員拡大委員会においては、次の事項並びに事務を分掌する。
（1）定款、諸規定に関すること。
（2）会議録の作成､保管に関すること
（3）会員の名簿の作成、保管に関すること
（4）公文書の発送、受信、保管に関すること
（5）物品備品の保管、管理に関すること
（6）予算、決算及び財務に関すること
（7）会員継続の意思確認と会費徴収及び管理
（8）入会、退会に関すること
（9）新入会員のフォローやオリエンテーションの開催
(10）会員の慶弔に関すること
（11）その他諸団体との折衝に関すること
（12）その他委員会に属さない事項

第18条
経営理念委員会においては、次の事業を分掌する。
(1) 経営の根本理念に関する研究

7
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経営理念の会員相互の発表会の主催
経営理念に関する例会運営
特別研修への参加及び会員への参加推進

、
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第19条
経営戦略委員会においては、次の事業を分掌する。
（1） 時代の環境変化に対する経営計画書の作成の推進
（2） 経営戦略の相互の発表会の主催
（3） 決算書の発表会の主催
（4） 経営戦略に関する例会の運営
（5） 経営の財務内容の分析および健全財務のあり方の研究
（6） 全国経営発表大会、地区経営発表大会への参加及び会員への参加推進
第20条
ありがとう経営ｷ錘委員会においては、次の事業を分掌する。
（1）ありがとう経営推進。実践についての啓発及び活動
（2）顧客満足経営の研究と顧客満足経営の推進
（3）社員満足。育成につながる勉強会の開催
（4）ありがとう経営推進教材及びツールを用いた朝礼の実践
（5）朝礼ブロック大会、朝礼全国大会への参加推進
（6）マネージメントコーチングを活かしたコミュニケーション能力の向上
（7）各地経営研究会。会員企業の活性化に関する研究

第21条
公式教材活用委員会においては､次の事業を分掌する。

（1）公式教材等の会員企業への普及推進及び啓発
（2）公式教材等を用いた勉強会の開催
（3）公式教材等を用いた企業経営理念･戦略の研究
（4）公式教材等を用いた企業経営者のリーダーシップについての研究
（5）公式教材等を用いた本会をPRする広報誌とじての活用推進

第22条
リーダーシップ委員会においては、次の事業を分掌する。
（1） リーダーシップトレーニングに関すること
（2） 自己啓発、会員訓練に関すること
（3） リーダーシップ及び5分間のスピーチ
（4） 経営者の自己表現の訓練
（5） デイベートの訓練およびデイペート大会の運営
（6） リーダーシップに関する例会の開催
（7） 全国大会今の参加及び会員への参加促進
（8） その他の関連事業

第23条
広報委員会においては、次の事業並びに事務を分掌する。
（1） 会報の発行や"による情報発信に関すること
(2) W配やネットワークサービスを生かした企業経営の研究
(3) ITを生かした企業経営のしくみづくりの研究
（4） 活動の対外的PRおよび報道関係への連絡
（5） 例会、その他の事業の写真撮影、記録に関すること
（6） その他広報活動に関すること

8
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第5章出席

第24条

会員は、総会、例会及び委員会に積極的に参加しなければならない。

朧)日本創造教育研究所の研修受講等及び日創研経営研究会業務等の公務のためあらかじめ届け出て、
第25条

総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして取り扱う。
第26条

次の場合、総務会員拡大委員長はその会員に対して出席を催告しなければならない。
（1） 例会に連続3回及び年間を通じて4回無断欠席をした場合
（2） 例会に欠席届を提出した場合であっても、年間を通じて5回欠席した場合

総務会員拡大委員長の催告にもかかわらず､連続3回正当な理由なくして欠席した場合､総務会員拡大第27条

委員長はその会員の氏名、出席不能の理由を理事会に報告する。

理事会は､総務会員拡大委員長の報告により前条の会員について協議し、次の各号のいずれかの処置を第28条

取る。

（1） 当該会員に再度催告をなすと同時にその会員の推薦者にその旨を通知する
（2） 当該会員に本会会員として在籍の意志のなきものと認め退会を勧告する
（3）総会決議にて除名する

第6章有料講演会等の料金

第29条有料講演会等の料金
地区定款第42条③の日創研関連講師及び外部講師その他の講師の講演料及び講演会料金については
別表第1に示す通りとする。

第7章運営規定の変更

第30条運営規定の変更この運営規定は､総会において、総会員の4分の3以上の同意を得た上で本部理事会の議決を得なけれ
ば変更することができない。

第8章雑則

この運営規定は1995年1月1日より施行したものを2016年11月14日より一部分改定し施行する。
第31条

9



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠）

｢口

整理番号

経費項目 溌聯修費蝿胤罐野謝講霧会議費鮮M鰄費資料傭蹟零務費率漬僻費
内 容 若手市議会議員の会OB会視察研修旅費

年月 日 令和4年2月8日へ令和年 月 日 金 額 13,462円

目的

使途
しu不”1 1竺幻｣､異

政務活動．

県政との

関連性

別紙報告書を参照

誇
毒

の理由

政務活動

領収書金額(a)

13,462円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支仕縮 (a×b)

13,462円



Z－久一 ／－ノ、

１
１
４
１
Ⅱ
１
１
Ｉ
１
ｒ
Ｉ
Ｉ
１

領収一書
様

灘 #'"06""&職》金
上記金調碓力､に領収いたしました

購入商品 JR粟車雰類 JR tickets

鮒難桃錨
静岡M

静岡MMV-12謝丁 28233-01

帯同駅-ｸ横壊駅

淡涙駅今少下八麺0f×ええ'I3)/
納駄ｩ新樋垪駅鹸著堆7こ鍬Z7入偶

Ｐ
ｌ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
ト
ー
‐
Ｉ
Ｉ
０
ｌ
ｌ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
４
Ｌ
Ｐ
２
Ｉ
Ｉ
Ｉ
‐
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｑ
Ｉ
１
１
１
ｌ
４
Ｉ
１
１
’
１
１
１
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１
１
１
１
１
ｑ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
４
１
４
０
・
’
１
１
４
‐

〆ノ

領収害NO
窓口-No

３
４

５１

M-No 440145

領 収
三
日

名頁 」』又

現・チ・ク・割引

， 日付 ‘ 22年02月08
1 車番 0055

蟻

金額 ¥5, 170円
｢消舗等込み」

＝

No． 2853

日

000

¥800円

但し､乗車券類として

I

領収書卜記令罷確かに領噸しました

2022年2月8日
読旅客鉄餓式会社

ご利用いただきましてありがとうございます

■
鯏諌駅

現金出納社員

ﾒｰﾀ運賃
2022年02月08日

車両番号 0202 .

運賃 ¥1500円

合計￥1500円

静岡ひかりタクシー(株）
静岡市葵区新伝馬三の一の五

宮054－271－1122

合計 ¥800円
上記の通り領収致しました
毎度こ乗車4! f#がとうございます

タクシーの御用命は

横浜北交通㈱
横浜市港北区新羽町676

045 (544) 2834
こ意見。ご要望等は

神奈川ﾀｸ畠'一ｾ§'夕-

D45 (252j U3Un

’

I

瀞'副‘献一ク向迄
’

jﾍ下′3,愛÷績嫉市役所
I

新渡族,駅今帯'蔦|駅



様式第2号

背面Iα)ため(､とJ攻r労Y古匡

県外調査概要書

令和4年2月9日

会派名・議員氏名 自民改革会議・山田誠

目 的

若手市議OB会視察研修

年月 日 令和4年2月8日

場 所 横浜市山下ふ頭「GmmAMFACTORYYOKOHAMA」

内 容

1行程

別紙調査報告害を参照のこと

2応対者

別紙調査報告書を参照のこと

3聴取内容

別紙調査報告書を参照のこと

4県政への反映

別紙調査報告書を参照のこと



令和3年2月9日

若手市議会議員の会OB会横浜視察研修報告書

1，行程

自宅→静岡駅→新横浜駅一横浜駅今ガンダムファクトリー（山下ふ頭）

→横浜市役所→関内駅→新横浜駅今静岡駅→自宅

2，応対者

横浜市役所

横浜市文化観光局横浜魅力づくり室企画課

横浜プロモーション担当係長守屋明廣

横浜市文化観光局文化芸制禧I造都市推進部

プロジェクトリーダー河本一満

電通

出版ビジネス・プロデュース局コンテンツマーケティング部
(ガンダムファクトリー駐在）

3，聴取内容

｢GUNDAMFACTORYYOKOHAMA｣ (ガンダムファクトリー）

…騨
横浜市の山下ふ頭に当初誘

致する計画であったIR施設に

ついては､市町の市政方針やコ

ロナ禍により現時点では白紙

となっている。そこで、横浜市

の魅力発信の一つとしてガン

廓…二』[

ダムファクトリーの誘致を進

めてきた｡海外においても認知

度の高い「ガンダム」を素材と

して、日本のものづくり技術と

の融合を図り、2020年12

月にオープンをした施設であ

る。当初は、 2022年3月末

までの期間限定であったが､海

外からの高い関心を受けてい

たにも関わらず､コロナ禍によ

り海外からの誘客が出来ない

ことも含めた取り巻く環境の

変化などから、2023年3月

＝

il
rl

｣、
詞



末まで期間延長することとなった。また、設

置及び運営については､全て民間資本でまか

なっており、横浜市からの財政支援はされて

いない。この施設の設置は、国内9社の協働

によるもので、それぞれの企業が得意とする

分野の技術を結集している。施設内において

も「動くガンダム」の設置に携わった企業や

スタッフを紹介するスペースがあります。

施設としては､実物大の動くガンダムが納

められている「GUNDAM-DOCKTOWER」をメイ

ンとしてその他の施設があり、一時間に2回

「ガンダム」が動く、起動演出がおこなわれ

ています｡タワー上部の特別観

覧デッキからは､間近で動くガ

ンダムを見ることができるよ

うになっています。また､横浜

市教育委員会に協力してもら

い子ども向けのパンフレット

とビデオを作り、来場した子ど

もたちに日本のものづくり技

術を知ってもらうという、ただ

「ガンダム」を見に来るという

だけでなく、産業振興という側面も持っている。コロナ禍で思うような集客が出

来ないが､今後､小学生の修学旅行の受け入れなども考えているとのことである。
半月あまりのメンテナンス休業の機会をとらえてということでの研修となった

が多いに参考となるものであった。

4，県政への反映

ものづくり県を標ぽうする静岡県において、このようなコンテンツを楽しみな
がら、ものづくり技術や産業振興について考えるといった融合されたものはない。
県内においては､これまで､企業の工場の生産現場と工場見学を融合させたもの、
いわゆる観光産業という分野は多く出来てきたが、今回研修した「ガンダムファ
クトリー」は、新たな観光産業と言えるものであり、静岡県においても観光の新
たな創出というチャンスを作っていく必要があると考えます。


